
都による認定事務の流れ

②制度説明会
・個別相談会
へ出席

③情報提供

①案内

複数市町村で
営農する農業者

関係区市町村
A市

（現在認定を受けている）

・更新時期を迎えた認定農業者
へ更新の案内
・制度説明会の開催

経営改善
計画の作成

都

・関係区市町村へ
情報提供

⑦意見

④計画作成支援

・個別相談会
・計画作成支援
・都認定の対象者について、
都へ情報提供

関係区市町村
B市

③情報提供

※認定期間満了の１ヵ月前までに都へ提出
（申請受付は毎月末〆切）

・個別相談会での
アドバイスを受け、
計画を完成 ⑤認定申請

⑥意見照会 ⑥意見照会

・受付(毎月末〆)
・関係区市町村へ
意見照会

⑦意見
・区市町村チェック
シートにより意見
回答

・区市町村チェックシートに
より意見回答

⑧認定

⑨関係区市町
村宛に認定
通知

・関係区市町村か
らの意見を踏ま
え、審査

・認定

⑨関係区市町
村宛に認定
通知



都による認定事務の流れ

〇 標準処理期間は、1ヶ月です。

〇 農業経営改善計画の有効期間満了時の約1ヶ月前までに都へ申請をしてください。

〇 農業経営改善計画を完成させてから申請してください。

〇 なお、申請書の受付は毎月末が〆切となります。
※ 例えば、農業経営改善計画の有効期間満了が７月１日や7月15日の場合は、受付〆切は５月31日になります。有効期間満了が
7月30日の場合は、受付〆切は6月30日となります。

スケジュール

申請はお早めに
お願いします!

5月 6月 7月

1日 1日15日 15日30日 30日

7月1日

有効期間満了

7月15日

有効期間満了

7月30日

有効期間満了

1ヶ月間

1ヶ月間

1ヶ月間

申請受付

5月末日〆切

申請受付

６月末日〆切


